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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 8月 7日 (2006.8.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 問 診 情 報 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
　
　 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 問 診 情 報 を 表 示 す る 表 示 手 段
を 備 え た 問 診 情 報 入 力 シ ス テ ム に お い て 、
　 記 憶 手 段 に よ り 記 憶 さ れ た 問 診 情 報 を 前 記 表 示 手 段 に 表
示 し 、 問 診 情 報 の う ち の 変 更 部 分 を 前 記 入 力 手 段 入 力 さ せ る よ う に 制 御 す
る 手 段 と
を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 問 診 情 報 入 力 シ ス テ ム 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 前 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 は 以 下 の よ う に 構 成 さ れ る 。
　 患 者 の 問 診 情 報 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、

入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 問 診 情 報 を 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え た 問 診 情
報 入 力 シ ス テ ム に お い て 、 記 憶 手 段 に よ り 記 憶 さ れ た 問 診
情 報 を 前 記 表 示 手 段 に 表 示 し 、 問 診 情 報 の う ち の 変 更 部 分 を 前 記 入 力 手 段
入 力 さ せ る よ う に 制 御 す る 手 段 と を 備 え て い る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】

前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 問 診 情 報 を 記 憶 す る 手 段 と 、
前 記

次 回 の 受 診 時 に は 、 前 記 過 去 の
前 記 過 去 の か ら

前 記 入 力 手 段 に よ り 入 力 さ れ た 問 診 情 報 を 記 憶
す る 手 段 と 、 前 記

次 回 の 受 診 時 に は 、 前 記 過 去 の
前 記 過 去 の か ら



　 入 力 手 段 101は 問 診 情 報 を 入 力 す る 。 入 力 手 段 101は キ ー ボ ー ド ， マ ウ ス ， タ ッ チ パ ネ ル
， ジ ョ グ ダ イ ヤ ル ， ペ ン タ ブ レ ッ ト な ど を 用 い る こ と が で き る 。 表 示 手 段 102は 入 力 手 段 1
01に よ り 入 力 さ れ た 問 診 情 報 を 表 示 す る 。 表 示 手 段 102は 、 例 え ば 、 CRTモ ニ タ 、 液 晶 モ ニ
タ 、 プ ラ ズ マ デ ィ ス プ レ イ 等 が あ る 。 記 憶 手 段 103 に よ り 入 力 さ れ た 問 診
情 報 を 記 憶 す る 。 記 憶 手 段 103は 磁 気 デ ィ ス ク 、 CD、 DVDな ど の 他 、 可 搬 性 を 有 す る SDカ ー
ド 、 ICカ ー ド で あ る 。 制 御 手 段 104は 記 憶 手 段 103に よ り 記 憶 さ れ た 問 診 情 報 を 表 示 手 段 10
2に 表 示 し 、 そ れ ら の 表 示 さ れ た 問 診 情 報 の う ち の 変 更 部 分 を 入 力 手 段 101に 入 力 さ せ る よ
う に 制 御 す る 。
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は 、 入 力 手 段 101
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